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個人情報保護法等の改正

○情報通信技術の飛躍的な進展は、ビッグデータの収集・分析を可能とし、新産業・新サービスの

創出や我が国を取り巻く諸課題の解決に大きく貢献するものと期待。同時に、悪用に対する消費

者の懸念や、社会的批判を懸念した事業者による利活用の躊躇が生じているとの指摘。

○こうした状況を背景として、個人情報保護法等改正法が平成27年９月に公布（平成29年５月30日

施行）。また、行政機関個人情報保護法等改正法が平成28年５月に公布（平成29年５月30日施

行）。

地方公共団体の非識別加工情報の仕組みの導入について

１

〇地方公共団体の保有する個人情報の保護については、法第11条第１項の趣旨を踏まえ、個人

情報の保護に関する条例の制定又は見直しに取り組む必要がある。

〇条例の制定又は見直しに当たっては、法及び行政機関個人情報保護法等の内容を踏まえると

ともに、特に、行政機関個人情報保護法を参考としつつ、個人情報の定義の明確化、要配慮個人

情報の取扱い、非識別加工情報を提供するための仕組みの整備等の事項について留意すること

が求められる。

〇国は、地方公共団体における条例の制定又は見直しに向けた検討が行われる場合に、その

円滑な検討に資するよう、必要な情報の提供を行うなど、地方公共団体に対して協力を行うものと

する。

「個人情報の保護に関する基本方針」（平成16年４月２日閣議決定/平成28年10月28日変更）



１ 個人情報の定義の明確化

○ 個人情報の定義について、個人識別符号は、行政機関個人情報

保護法（以下「行個法」という。）等と同じ定義にすることが適当。

○ 個人情報に他の情報との照合（行個法と同様、照合の容易性を

要件とはしない）により特定の個人を識別することができるものを

含むことが適当。

○ 個人情報に死者に関する情報を含むことは、行個法の個人情報

の保護の範囲を超えるものであり、その取扱いについては、行個

法の趣旨を踏まえながら、各団体において適切に判断する必要。

○ 要配慮個人情報の定義には、行個法等の改正により要配慮個人

情報と規定された情報を含めることが適当。

○ 個人情報ファイル簿等に要配慮個人情報の有無を記載すること

が適当。

○ 要配慮個人情報の収集制限については、行個法の個人情報の

保護の範囲を超えるものであり、収集制限については行個法の趣

旨を踏まえながら、各団体において適切に判断する必要。

○ 個人情報保護審議会等は地方公共団体における非識別加工情報の取

扱いについて調査し、又は諮問に応じ審議し、意見を述べることができる

こととすることが適当。

○ 小規模団体における専門的知識を有する構成員の確保については、広

域連合、一部事務組合、機関の共同設置、事務の委託などが解決策に

なり得る。

○ 非識別加工情報の作成に用いられる個人情報ファイルについて、個人

情報ファイル簿を作成の上、ホームページに掲載することが適当。

○ 既に個人情報取扱事務登録簿を作成・公表している場合、非識別加工

情報の仕組みのために個人情報ファイル簿を新たに作成・公表する場合

には、個人情報ファイル簿のみを作成・公表することも考えられる。

○ 一方、個人情報取扱事務登録簿を引き続き作成・公表し、個人情報ファ

イル簿は非識別加工情報の対象となるものに限定して作成・公表するこ

と も考えられる。

○ 非識別加工情報の仕組みの円滑な導入のため、当面、個人情報取扱

事務登録簿等により提案を募集し、事前相談時に、非識別加工情報の

作成に用いられる個人情報ファイルの内容を説明することも考えられる。

○ 当面、提案の審査時に非識別加工情報の対象となる個人情報ファイル

かどうかの判断を行うことも考えられる。

○ 罰則 ○ オンライン結合 ○ 地方独立行政法人に係る取扱い
○ 一部事務組合及び広域連合 ○ 情報公開条例の見直し

２ 要配慮個人情報の取扱い

４ その他○ 民間部門、国及び地方公共団体で匿名加工情報及び非識別加

工情報の定義、加工の基準等は同等の内容であることが適当。

○ 地方公共団体が加工及び安全確保措置の基準を策定するときに、

個人情報保護審議会等に諮問し、意見を聴くことが適当。

３ 非識別加工情報の仕組みの導入

※「条例改正のイメージ」を参考資料として添付

３ 非識別加工情報の仕組みの導入（続）

２

「個人情報保護条例の見直し等について」(平成29年５月19日 地域力創造審議官通知) の概要



・地方公共団体の保有する個人情報に係る非識別加工情報の仕組みの導入については、「個人情報の保護に関する基本方針」
(平成28年10月28日閣議決定等)を踏まえ、条例改正等によることとする旨の技術的助言を実施(平成29年５月19日総行情第33号)。

・平成28年度に総務省において開催した検討会において、将来的には、地方公共団体共通の提案受付窓口や地方公共団体が
共同して非識別加工情報の作成を委託等できる仕組みを検討していくことも考えられるとされたことや「規制改革実施計画」(平

成29年6月閣議決定)において、当面は先進的な地方自治体における条例整備を推進しつつ、立法措置による解決という可能性に
ついても検討を行うこと等とされたこと、現時点での非識別加工情報等を取り巻く情勢等を踏まえ、非識別加工情報の仕組みの
導入促進の観点から検討会を開催。

(1) 匿名加工情報等の作成等の状況
・国の行政機関等における非識別加工情報の作成については、平成29年度内に募集を実施。
・民間事業者における匿名加工情報の作成については、小売、金融、医療・福祉等の事業分野において、300社以上で公表。

※個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法等は、平成29年５月30日施行。

(2) 非識別加工情報の活用事例の把握の必要性
・地方公共団体が、区域内の住民に対してより丁寧に説明責任を果たす観点から、具体的な活用事例の把握が必要。
・今後、より効率的な非識別加工情報の作成・提供に係る仕組みを検討するためには、まずは具体的な活用事例を把握すること
が重要。

(3) 地方公共団体の非識別加工情報に関する民間事業者からの利活用のニーズ
・検討会で発表された活用事例は、いわゆる統計情報を活用するための元となるデータとして非識別加工情報を活用したいとの
ニーズによるもの。

・地方公共団体が統計情報を提供できれば、必ずしも非識別加工情報ではなくても対応できるのではないかとの指摘。

(4) 地方公共団体の条例改正の取組状況
・平成30年２月時点で467団体（都道府県４団体、市区町村463団体）が、今後、改正予定（うち平成29年度中に５団体が実施）。
・国等の実情を踏まえて検討を進めることとしている団体が多い状況。

地方公共団体が保有するパーソナルデータの効果的な活用のための仕組みの在り方に関する
検討会報告書（案） 概要

１．背景

２．非識別加工情報等に関する現状

３



(1) 国の支援の在り方
・非識別加工情報等に関する活用事例が少ないため、まずは活用事例を整理しつつ、仕組みの周知等をさらに進める必要。

・来年度以降も条例改正等を支援するとともに、データを利活用する民間事業者が簡便に地方公共団体のデータにアクセスできる

環境の整備及びこれに伴う地方公共団体の負担軽減についての検討を進める。

(2) 地方公共団体の非識別加工情報の活用事例
・非識別加工情報の仕組みの円滑な導入や住民の理解促進のために、想定される具体的な活用事例を充実させる必要。

(3) パーソナルデータの利活用の態様
・民間事業者のニーズを踏まえ、非識別加工情報だけでなく、いわゆる統計情報やオープンデータ等、どういう類型のデータを提

供することが適当かに留意する必要。

・非識別加工情報の仕組みの導入等の状況の公表に加え、オープンデータの取組状況の公表と連携した公表方法を検討。

(4) 個人情報保護条例の見直し等への支援
・条例の見直し等を進める上で必要となる運用手引き等の情報提供の充実が必要。

・地方公共団体の特性に応じた加工について、参考となる事例や加工の手法例の補足について情報提供（本検討会技術検討WG

での整理結果を反映）。

３．地方公共団体の非識別加工情報の仕組みの導入促進のための国の支援等

(5) より効率的な非識別加工情報の作成・提供に係る仕組みの検討

①共同受託

・条例に基づき非識別加工情報の作成を行う際、複数の地方公共団体から、加工に関する業務の委託を受けること。

・非識別加工情報の作成に係る委託の実績等について、広く情報共有が図られるよう、国が情報提供を実施する必要。

②作成組織

・非識別加工情報の作成を地方公共団体とは別の組織の事務とし、当該組織が地方公共団体が保有している個人情報の提供

を受けて非識別加工情報を作成する組織。

・検討にあたっては、非識別加工情報等の活用の動向等を踏まえつつ、(ⅰ)加工の対象情報の範囲、(ⅱ)必要な安全管理措置、

(ⅲ)事業採算性の確保の課題等について、留意の上、検討し整理する必要。

４
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